
創業にはどんな手続きが必要？

何から準備を始めたらいいか分からない

創業なんでも相談会

多くの創業を支援してきた中小企業診断士が相談に応じます

筑後地域中小企業支援協議会では

創業を目指す方や、創業して間もない方を対象とした

相談会を開催しています

事前予約制（無料）

□□創業に関するお悩みや疑問を、お気軽にご相談ください□□

創業できるか不安

・起業支援や売上アップ、販促、企画などが得意分野。
・難しい専門用語を使わず、具体的なハウツーまで、わかりや
・すい言葉で伝えるがモットー。
・起業相談者からは、「「頭のなかのモヤモヤを解消できた。」
・「「起業について漠然と考えていたが、何をすればいいか、
わかった！」」と好評をいただいています。

会場：福岡県久留米中小企業振興事務所
又は筑後地域の商工会議所、商工会等

※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため
オンラインによる面談も実施しております。
オンラインによる面談をご希望の方は筑後地域
中小企業支援協議会事務局までご連絡ください。

【申し込み・問い合わせ先】
筑後地域中小企業支援協議会 事務局
（福岡県久留米中小企業振興事務所内）

TEL：094２-33-7228
FAX：0942-31-2171
E-mail：kurume-sm@pref.fukuoka.lg.jp
〒830-0022

久留米市城南町15-5 （久留米商工会館 3階）

ユアブレイン・オフィス代表 千葉 真弓 氏

開催日 会 場

令和５年 -

1月12日（木） 未定

2月09日（木） 八女商工会議所

3月09日（木） 未定

令和４年度創業なんでも相談会

今後の予定（毎月第 ２ 木曜日）

※会場（未定）の相談日は、お申し込みを

　 いただいてから会場を決定いたします。



送信先 福岡県久留米中小企業振興事務所　宛

FAX：０９４２－３１－２１７１
E-mail：kurume-sm@pref.fukuoka.lg.jp

　太枠内をご記入の上、FAXまたはメールでお申し込みください。

①    １０時００分～１１時３０分 第１希望時間帯
②    １３時００分～１４時３０分 第２希望時間帯
③    １５時００分～１６時３０分 第３希望時間帯

□支援機関（　　　　　　　　　　　　　）からの紹介　　□その他（　　　　　　　　　　　　）

（具体的に）

① 前日に事務局（福岡県久留米中小企業振興事務所）から相談日時の確認の連絡をします。

確認方法をお選びください。

　　□　電話　　　□　メール　　　□　その他

② 相談会後、3か月後、６か月後に事務局から相談後の状況（準備の進捗や課題など）を

お尋ねします。確認方法をお選びください。

　　□　郵便　　　□　電話　　　　□　メール　　　□　その他

③ 事務局からメールで創業支援施策（セミナー、イベント等）を案内してよろしいですか。

　　□　可　　　　□　不可

<相談内容>
　資金調達　　　販路拡大　　　事業計画　　　ノウハウ・技術習得　　　PR方法　　　起業手続
　商品開発・改良　　人材確保　　　税務・法務　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

<対応>
　他機関、施策の紹介（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　アドバイス事項（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　）

３か月後

６か月後

相談したい内容

※創業計画書等がある場合は、ご持参下さい。

相談後について
（チェックをお願

いします）

■事務局使用欄

相談当日

業種
卸売・小売業　　製造業　　建設業　　運輸業

サービス業　　飲食・宿泊業　　不動産業　　情報通信業

創業予定地
（市町村）

創業（予定）時期 　令和　　年　　月頃　・　未定

携帯電話 メールアドレス

申込みのきっかけ

相談者の年代 ３０代まで　　・　　４０代　　・　　５０代　　・　　６０代以上

フリガナ
住所氏　　名

創業なんでも相談会申込書

相談希望日時

令和　　　年　　　月　　　日 左記の希望時間帯の番号を
記入して下さい。


